
（
一
）

『
東
京
掃
苔
録
』
に
よ
る
と
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
の
曹
渓
寺
（
東
京
都
港
区
南
麻
布
ニ
ノ
九
ノ
ー
）
に
は
細
川
桃
庵
の
墓
の
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
ら
は
曹
渓
寺
を
訪
ね
て
細
川
家
の
墓
石
を
調
査
し
、
文
献
調
査
か
ら
も
新
知
見
を
得
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
幕
府
編
蟇
の
「
寛

（
一
一
）

政
重
修
諸
家
譜
」
（
以
下
『
諸
家
譜
』
と
す
る
）
の
記
述
を
基
礎
に
、
新
資
料
を
合
わ
せ
て
細
川
氏
の
事
蹟
を
明
ら
か
に
す
る
。

江
戸
幕
府
の
医
療
を
担
当
し
、
そ
の
時
代
の
医
学
に
大
き
く
関
与
し
た
い
わ
ゆ
る
幕
府
医
官
の
家
系
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
見
積
っ
て
二
百
家

ほ
ど
は
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
幕
府
医
官
の
事
蹟
に
関
す
る
過
去
の
論
考
は
少
く
な
い
が
、
ま
だ
ま
だ
充
分
な
研
究
が
尽
く
さ
れ
て
な
い
と
い
う

の
が
実
情
で
あ
る
。
父
子
二
代
に
わ
た
り
徳
川
吉
宗
の
医
療
分
野
の
出
版
事
業
に
貢
献
し
た
幕
府
医
官
細
川
氏
に
つ
い
て
も
、
従
来
ま
と
ま

の
が
実
情
で
あ
る
。
父
子
二
代
に
わ
た
、

っ
た
研
究
の
な
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

Ｈ
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
と
「
群
書
類
従
』
の
系
図
の
相
異
点

家
系
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
「
諸
家
譜
」
と
「
群
害
類
従
」
（
以
下
「
群
書
』
と
す
る
）
の
系
図
の
相
異
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。

『
諸
家
譜
』
は
寛
政
の
初
年
か
ら
企
画
さ
れ
、
十
四
年
を
費
や
し
て
完
成
し
た
幕
府
編
修
の
系
譜
書
で
あ
る
。
内
容
も
編
者
が
諸
家
の
呈
譜

一
、
細
川
氏
の
家
譜

幕
府
医
官
細
川
桃
庵
の
事
蹟

関
信
之
・
小
曽
戸
洋

羅
謨
篭
雲
拝
鵡
繧
一
語
平
成
五
年
一
月
八
日
受
付
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（
五
）

里
。
号
心
華
院
。
歳
四
十
五
」
と
あ
る
。

ひ
さ
ゆ
き

四
代
目
の
久
之
（
一
四
三
四
’
一
五
一
二
は
『
諸
家
譜
」
に
「
書
を
よ
く
し
、
常
に
和
歌
を
も
て
あ
そ
ぶ
。
永
正
八
年
九
月
十
二
日
卒
す
。

（
四
）

大
川
道
空
慈
雲
院
と
号
す
」
と
あ
る
。
『
群
書
』
に
は
数
多
く
の
事
歴
が
載
る
が
、
こ
こ
で
は
子
細
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
「
初
め
成
之
と

号
す
。
阿
波
国
に
生
ま
る
。
か
っ
て
持
常
の
養
子
と
な
る
。
阿
波
・
讃
岐
両
国
を
領
す
。
従
四
位
上
。
寛
正
三
年
四
月
、
管
領
と
な
る
。
（
中

み
つ
ひ
さ

三
代
目
の
満
久
（
一
三
八
六
’
一
四
三
○
）
は
『
諸
家
譜
』
に
「
右
馬
助
、
兵
部
少
輔
、
讃
岐
守
、
従
五
位
下
。
尊
卑
分
脈
に
、
実
は
細
川

阿
波
守
満
之
が
三
男
な
り
と
い
ふ
。
某
年
九
月
二
十
八
日
卒
す
。
齢
翌
常
延
心
華
院
と
号
す
」
と
あ
る
。
「
群
書
」
で
は
「
実
は
阿
波
守
満
之

の
次
子
な
り
。
阿
波
国
に
生
ま
る
。
義
之
の
養
子
と
な
る
。
讃
岐
守
を
任
ず
。
永
享
二
年
庚
戌
九
月
二
十
八
日
卒
す
。
法
名
常
延
。
道
号
齢

す
」
と
あ
る
。

を
よ
く
吟
味
し
、
疑
問
の
あ
る
場
合
は
そ
の
ま
ま
採
録
し
て
は
い
る
が
、
一
応
そ
の
旨
を
記
し
て
慎
重
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。

一
方
の
『
群
聿
星
の
系
図
は
、
奥
書
に
細
川
重
隆
の
母
の
養
父
の
子
で
あ
る
松
平
重
治
（
松
江
藩
主
）
の
賊
文
が
あ
り
、
重
隆
で
系
譜
が
終

（
一
一
一
）

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
元
禄
の
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
群
書
」
の
系
図
は
「
諸
家
譜
』
以
前
の
系
図
で
あ
る
「
寛

永
諸
家
系
図
伝
」
編
蟇
の
た
め
細
川
氏
が
幕
府
に
提
出
し
た
も
の
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
医
官
と
な
っ
た
細
川
氏
の
先
祖
で
あ
る
阿
波
細
川

氏
の
一
流
を
説
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
祖
先
崇
拝
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
や
、
明
ら
か
に
誤
謬
と
思
わ
れ
る
も
の
も
多
い
。

し
か
し
各
人
の
事
歴
は
詳
細
で
、
文
章
も
整
っ
て
お
り
、
『
諸
家
譜
』
の
系
図
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
四
）

『
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
細
川
氏
は
清
和
源
氏
、
足
利
氏
の
庶
流
を
祖
先
と
す
る
と
あ
る
。

の
り
は
る

祖
の
詮
春
（
生
没
年
未
詳
）
は
細
川
讃
岐
守
頼
春
の
四
男
で
、
『
諸
家
譜
』
に
は
「
九
郎
、
讃
岐
守
、
左
近
将
監
。
宝
筐
院
義
詮
（
足
利
義
詮
）

に
っ
か
へ
、
諄
字
を
あ
た
へ
ら
れ
て
詮
春
と
称
す
。
某
年
卒
す
。
古
鼎
謹
宝
勝
院
と
号
す
」
と
あ
る
。

よ
し
ゆ
き

二
代
目
の
義
之
（
生
没
年
未
詳
）
は
『
諸
家
譜
』
に
「
兵
部
少
輔
、
讃
岐
守
、
従
五
位
下
。
某
年
二
月
朔
日
卒
す
。
天
祐
常
長
宝
光
院
と
号

口
医
官
以
前
の
家
系
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略
）
久
之
平
生
か
ら
和
歌
を
好
む
。
又
書
を
よ
く
す
る
。
晩
年
に
祝
髪
し
て
道
空
と
号
す
。
（
中
略
）
永
正
八
年
辛
未
九
月
十
二
日
卒
す
。
歳

（
五
）

七
十
八
。
諄
は
道
空
。
道
号
は
大
川
。
号
は
慈
雲
院
（
後
略
）
」
と
あ
る
。

ゆ
き
か
つ

（
四
）

五
代
目
の
之
勝
（
一
四
六
八
’
一
四
九
四
）
は
「
諸
家
譜
」
に
「
讃
岐
守
。
心
岩
道
仙
久
昌
院
」
と
あ
る
。
「
群
害
」
に
は
「
久
之
の
嫡
子
。

阿
波
国
に
生
ま
る
。
従
五
位
下
に
叙
す
。
讃
岐
守
に
任
ず
。
又
義
春
と
号
す
。
（
中
略
）
明
応
三
年
甲
寅
十
二
月
二
十
二
日
卒
す
。
歳
二
十
七
。

（
五
）

法
名
は
道
仙
。
道
号
は
心
岩
。
号
は
久
昌
院
」
と
あ
る
。

う
じ
ひ
さ

六
代
目
の
氏
久
（
一
五
○
二
’
一
五
五
五
）
は
「
諸
家
譜
」
に
「
下
総
守
、
阿
波
国
司
。
弘
治
元
年
五
月
二
十
四
日
卒
す
。
年
五
十
四
。
慶

（
四
）

源
道
重
華
光
院
と
号
す
」
と
あ
る
。
『
群
書
」
に
は
「
之
勝
の
三
男
な
り
。
阿
波
国
に
生
ま
る
。
阿
波
国
司
と
な
る
。
従
五
位
下
に
叙
す
。

（
五
）

下
総
守
に
任
ず
。
弘
治
元
年
乙
卯
五
月
二
十
四
日
卒
す
。
行
年
五
十
四
。
法
名
は
道
重
。
道
号
は
慶
源
。
号
は
華
光
院
」
と
あ
る
。

ま
さ
か
つ

七
代
目
の
政
勝
（
生
没
年
未
詳
）
は
「
諸
家
譜
」
に
「
駿
河
守
。
同
族
細
川
晴
元
が
家
に
在
て
武
職
を
つ
か
さ
ど
り
、
晴
元
卒
す
る
の
の
ち
、

（
四
）

日
向
国
に
お
も
む
き
て
死
す
。
法
名
意
政
」
と
あ
る
。
『
群
書
」
で
は
昌
勝
と
し
て
載
る
。
「
あ
る
い
は
政
勝
と
号
す
。
氏
久
の
子
な
り
。
阿

（
五
）

波
国
に
生
ま
る
。
従
五
位
下
に
叙
す
。
駿
河
守
。
（
中
略
）
法
名
意
改
。
道
号
正
仲
。
号
は
延
命
院
」
と
あ
る
。

も
と
さ
だ

八
代
目
の
元
定
（
一
五
三
七
’
一
五
九
五
）
は
『
諸
家
譜
」
に
「
勘
左
衛
門
、
上
総
介
、
剃
髪
号
仰
斎
、
紹
高
。
晴
元
が
男
右
京
太
夫
信
良

が
も
と
に
扶
助
せ
ら
れ
、
天
正
九
年
織
田
右
府
（
信
長
）
馬
揃
を
催
す
の
と
き
、
そ
の
列
に
あ
り
。
十
九
年
よ
り
豊
臣
太
閤
に
近
侍
し
、
山
城

（
四
）

国
愛
宕
郡
の
う
ち
に
し
て
采
地
を
与
へ
ら
る
。
文
禄
四
年
正
月
五
日
死
す
。
年
五
十
九
。
法
名
了
安
」
と
あ
る
。
『
群
書
』
に
は
「
昌
勝
の

子
な
り
。
山
城
国
に
生
ま
る
。
初
め
勘
左
衛
門
尉
と
号
す
。
後
に
上
総
介
に
任
ず
。
（
中
略
）
文
禄
四
年
乙
未
正
月
五
日
卒
す
。
行
年
五
十
九
。

（
五
）

法
名
了
安
。
道
号
泰
誉
。
号
法
徳
院
」
と
あ
る
。

ま
た
た
か

九
代
目
の
全
隆
（
一
五
七
○
’
一
六
五
八
）
は
、
「
諸
家
譜
」
に
は
「
紹
高
、
母
は
某
氏
。
太
閤
の
命
に
よ
り
、
父
元
定
の
名
を
継
て
紹
高
と

号
す
。
天
正
十
六
年
豊
臣
秀
次
に
付
属
せ
ら
れ
、
の
ち
太
閤
に
っ
か
ふ
。
文
禄
元
年
朝
鮮
の
役
に
供
奉
し
、
肥
前
国
名
護
屋
に
い
た
り
、
こ

こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
東
照
宮
に
ま
み
え
た
て
ま
つ
る
。
慶
長
十
三
年
愛
宕
郡
の
旧
地
四
十
石
を
賜
ひ
、
十
四
年
よ
り
台
徳
院
殿
（
秀
忠
）
に
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（
四
）

っ
か
へ
た
て
ま
つ
り
、
後
廩
米
三
百
俵
月
俸
十
五
口
を
加
へ
た
ま
ふ
。
万
治
元
年
六
月
十
四
日
致
仕
す
」
と
あ
る
。
『
群
書
」
に
は
「
元
定
の

子
な
り
。
和
泉
国
に
生
ま
る
。
天
正
十
六
年
戊
子
、
始
め
て
秀
吉
公
に
事
す
。
秀
吉
公
の
命
に
よ
り
父
の
名
を
継
ぐ
。
紹
高
と
号
す
。
（
中
略
）

（
五
）

万
治
元
年
戌
戊
八
月
二
十
日
卒
す
。
行
年
八
十
九
。
お
よ
そ
江
府
に
五
十
年
在
す
」
と
あ
る
。

（
一
ハ
）

ま
た
『
徳
川
実
紀
』
の
慶
長
十
四
年
（
一
六
○
九
）
十
二
月
の
項
に
「
京
医
細
川
紹
高
全
隆
は
じ
め
て
江
府
に
奉
仕
し
」
と
あ
り
、
寛
永
四

（
七
）

年
（
一
六
二
七
）
の
項
に
は
大
御
所
に
初
見
し
た
も
の
の
名
前
の
中
に
「
医
員
細
川
紹
高
全
隆
子
瑞
益
某
」
と
あ
り
、
ま
た
寛
永
九
年
（
一
六

（
八
）

三
二
）
の
項
に
は
「
医
員
細
川
紹
高
全
隆
は
旧
地
四
十
石
に
、
三
百
俵
十
五
人
扶
持
加
へ
ら
れ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
全
隆
も
医
官
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
諸
家
譜
」
や
「
群
害
』
の
事
歴
に
全
隆
が
医
師
で
あ
っ
た
と
い
う
記
載
は
な
い
。

Ｅ
医
α
桂
・
細
川
一
兀
隆

「
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
全
隆
の
長
子
・
瑞
益
某
は
十
二
歳
で
秀
忠
に
謁
見
し
て
い
た
が
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
二
十
三
歳
で
早
逝

（
四
）

し
た
。
「
群
書
」
の
記
述
は
以
下
の
と
お
り
。
「
江
府
に
生
ま
る
。
寛
永
四
年
丁
卯
の
春
、
始
め
て
台
徳
院
殿
に
拝
す
。
時
に
十
二
歳
。
大
猷

院
殿
十
五
年
戊
寅
六
月
十
一
日
死
す
。
道
号
雲
岩
。
号
は
永
安
院
」
。

そ
う
せ
つ

全
隆
は
三
女
が
京
都
の
名
医
坂
宗
説
（
民
部
卿
、
上
池
院
、
法
印
。
一
六
○
八
’
一
六
六
一
）
に
嫁
い
で
い
た
の
で
、
宗
説
の
次
男
を
養
子
に

（
四
）

し
て
細
川
家
を
継
が
せ
た
。
こ
れ
が
十
代
目
の
元
隆
（
生
没
年
未
詳
）
で
あ
る
。

元
隆
の
実
家
の
坂
氏
は
南
北
朝
時
代
よ
り
医
を
業
と
し
、
室
町
幕
府
か
ら
は
代
々
民
部
卿
、
法
印
を
叙
せ
ら
れ
て
き
た
。
元
隆
も
幼
少
よ

り
宗
説
か
ら
坂
流
の
医
学
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
察
す
る
に
難
く
な
い
・

元
隆
は
『
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
十
二
歳
で
家
光
に
謁
見
し
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
六
月
十
四
日
に
家
督
を
継
い
で
医
師
と
し
て
仕
ぇ

（
四
）

た
。
そ
し
て
貞
享
四
年
二
六
八
七
）
に
致
仕
し
た
。
『
群
書
」
に
は
「
江
府
に
生
ま
る
。
実
は
宗
説
の
子
な
り
。
童
名
は
千
松
丸
。
全
隆
の

（
五
）

子
と
し
て
養
う
。
祝
髪
し
て
宗
仙
と
号
す
。
寛
永
十
七
年
庚
辰
の
夏
、
始
め
て
大
猷
院
殿
に
拝
す
。
（
後
略
）
」
と
あ
る
。
「
群
書
」
の
系
図
が

作
成
さ
れ
た
時
点
で
、
元
隆
は
ま
だ
存
命
中
で
あ
っ
た
。

日
医
の
祖
・
細
川
元
隆

諸
家
譜
」
に
よ
れ
ば
、
合
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（
四
）

『
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
元
隆
は
某
氏
の
男
を
養
子
に
し
た
と
あ
り
、
そ
の
名
前
は
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
に
も
触
れ
る
が
「
訂
正

東
医
宝
鑑
」
に
は
源
元
通
の
賊
が
あ
り
、
ま
た
「
徳
川
実
紀
」
（
以
下
『
実
紀
」
と
す
る
）
の
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
十
二
月
三
日
条
に
、
「
医

（
九
）

員
細
川
桃
庵
元
通
、
長
谷
川
玄
通
道
可
、
吉
田
自
庵
昌
全
、
奥
医
と
な
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
名
前
は
元
通
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
四
）

『
諸
家
譜
」
と
「
実
紀
』
に
よ
る
事
歴
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

貞
享
四
年
（
ニ
ハ
八
七
）
九
月
六
日
、
将
軍
綱
吉
に
謁
見
し
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
○
）
九
月
二
十
五
日
番
医
に
列
し
、
同
四
年
（
一
六
九
一
）

十
二
月
三
日
奥
医
と
な
り
、
同
五
年
（
一
六
九
二
）
五
月
十
日
よ
り
御
匙
と
な
っ
た
（
『
実
紀
』
で
は
「
奥
医
細
川
桃
庵
元
通
尚
薬
命
ぜ
ら
る
」
と

記
さ
れ
て
い
る
）
。
享
保
七
年
二
七
一
三
）
十
一
月
二
十
八
日
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
、
同
八
年
（
一
七
二
三
）
七
月
二
十
九
日
に
没
し
た
。
こ
の

元
通
か
ら
細
川
家
は
代
々
桃
庵
を
名
乗
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
元
通
の
実
家
が
、
不
明
な
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
幕
府
典
薬
頭
の
一
人
、
今
大
路
親
顕
（
玄
耆
、
商
山
、
一

二
○
）

六
七
五
’
一
七
三
七
）
の
手
記
で
あ
る
「
商
山
年
譜
」
の
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

Ｈ
『
群
書
』
に
記
述
さ
れ
る
細
川
重
隆
に
つ
い
て

「
群
書
」
で
は
当
主
元
隆
に
重
隆
と
い
う
子
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
重
隆
の
母
は
九
鬼
長
門
守
の
孫
隆
延
の
女
子
で
、
松
平
出
雲
守

（
五
）

勝
隆
の
養
子
と
な
っ
て
細
川
元
隆
に
嫁
い
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
諸
家
譜
」
の
細
川
氏
の
項
で
は
重
隆
の
名
前
は
な
く
、
松
平
勝

隆
の
子
と
し
て
名
前
が
出
て
い
る
。
こ
の
重
隆
は
慶
長
十
四
年
（
一
六
○
九
）
の
生
ま
れ
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
群
書
」
で
は
寛
文
十
年
（
一
六

七
○
）
の
生
ま
れ
と
書
か
れ
て
い
て
一
致
し
な
い
。
ま
た
「
諸
家
譜
」
の
九
鬼
氏
の
項
に
も
細
川
氏
に
嫁
い
だ
女
子
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
細
川
家
の
家
督
は
養
子
が
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

口
初
代
細
川
桃
庵
元
通
の
事
蹟

二
、
初
代
細
川
桃
庵
（
一
六
四
八
Ｉ
一
七
二
三
）

)19 (31)
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『
東
京
掃
苔
録
』
に
は
こ
の
初
代
桃
庵
の
墓
が
曹
渓
寺
に
存
在
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
同
寺
に
赴
き
（
昭
和
六
十
三
年
十
月
）
、

当
時
赴
任
し
て
六
年
に
な
る
と
い
う
現
住
職
に
細
川
家
の
墓
の
こ
と
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
壇
家
も
い
な
い
し
、
墓
石
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ

二
一
）
た
れ
き
よ

そ
こ
で
「
諸
家
譜
」
の
秦
氏
を
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
秦
寿
命
院
に
該
当
し
そ
う
な
の
は
秦
子
情
（
惇
渓
、
寿
命
院
、
一
六
四
六
’
一
七
二
五
）

た
ね
た
か

と
そ
の
子
の
子
堅
（
悌
栢
、
寿
命
院
、
一
六
八
八
Ｉ
一
七
四
五
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
子
堅
に
は
兄
が
い
た
が
、
早
逝
し
て
お
り
除
外
し
て

考
え
て
よ
い
。
子
清
の
事
歴
に
は
江
村
氏
か
ら
養
子
に
入
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
両
方
と
も
に
桃
庵
と
関
係
の
あ
る
よ
う
な
こ
と

は
記
さ
れ
て
い
な
い
（
江
村
氏
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

次
に
子
清
の
妻
を
調
べ
て
み
る
と
、
吉
田
宗
以
（
策
庵
、
一
六
一
六
’
一
六
九
四
。
家
綱
の
侍
医
で
あ
り
、
小
児
科
医
と
し
て
有
名
で
あ
る
）
の

（
一
一
一
）

養
女
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
同
様
に
し
て
『
諸
家
譜
」
で
吉
田
宗
以
を
調
べ
て
み
る
と
、
宗
以
の
妹
は
細
川
越
中
守
の
家
臣
村
瀬

む
れ
さ
だ

玄
的
に
嫁
い
で
お
り
、
宗
以
は
そ
の
妹
の
子
供
二
人
（
両
方
と
も
に
女
子
）
を
養
子
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
人
を
吉
田
宗
貞
（
一
庵
、
一
六
三

八
’
一
七
二
○
）
に
、
も
う
一
人
を
秦
子
情
に
嫁
が
せ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
宗
以
の
妹
は
細
川
越
中
守
の
家
臣
村
瀬
玄
的
の
妻
と
な
り
、
そ
の
子
供
の
う
ち
一
人
が
細
川
家
の
養
子

と
な
っ
た
元
通
で
あ
り
、
も
う
一
人
は
家
を
継
い
で
細
川
越
中
守
の
家
臣
と
な
っ
た
村
瀬
雪
斎
で
あ
り
、
娘
の
う
ち
二
人
は
と
も
に
宗
以
の

養
子
と
な
っ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
医
家
の
吉
田
宗
貞
と
秦
子
清
に
嫁
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
商
山
年
譜
」
の
記
述
と
も
完
全
に
符
合

す
る
。
前
掲
の
『
商
山
年
譜
」
に
よ
る
と
、
元
通
は
今
大
路
親
顕
の
末
弟
子
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
典
薬
頭
で
あ
る
今
大
路
家
や
半
井
家

の
門
流
に
連
な
る
こ
と
は
、
医
家
と
し
て
立
身
す
る
う
え
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。
元
通
の
親
顕
へ
の
弟
子
入
り
は
、
幕
医
の
初
代
細
川

桃
庵
と
し
て
台
頭
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。

末
弟
子
也
。
（
後
略
）
」
（
傍
点
は
筆
者
）
。

「
寄
合
ノ
医
細
川
桃
庵
ハ
細
川
越
牧
（
越
中
守
、
肥
後
藩
主
細
川
宣
紀
？
）
ノ
家
臣
□
口
雪
斎
力
弟
ニ
シ
テ
秦
寿
命
院
力
兄
也
。
元
ハ
予
力
家
ノ

㈲
初
代
桃
庵
の
墓
石
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お
り
、
二
代
・
三
代
の
墓
石
が
確
認
で
き
た
の
は
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
周

の
無
縁
墓
群
中
に
現
存
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
・

住
職
の
高
配
に
よ
り
過
去
帳
を
披
見
し
た
と
こ
ろ
、
初
代
桃
庵
の
法
名

は
江
雲
院
真
性
亦
如
居
士
で
享
保
八
年
七
月
二
十
九
日
没
と
記
さ
れ
て
い

た
（
写
真
１
③
）
。
こ
の
記
述
は
「
東
京
掃
苔
録
」
の
も
の
と
一
致
し
て
い

る
。
ま
た
元
通
の
妻
は
法
名
を
法
輪
院
月
窓
智
光
大
姉
と
い
い
、
元
文
五

年
（
一
七
四
○
）
四
月
十
日
に
曹
渓
寺
に
葬
ら
れ
て
い
る
。

な
お
元
通
に
は
「
剛
斎
年
譜
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
こ
れ
は
義
理
の

（
一
一
一
一
）

弟
で
あ
る
秦
子
清
の
実
父
の
江
村
宗
眠
（
剛
斎
、
一
六
○
七
’
一
六
六
○
）
の

伝
記
で
あ
る
。
江
村
宗
眠
は
丹
後
宮
津
藩
主
・
青
山
幸
道
に
仕
え
る
儒
学

者
で
、
江
戸
中
期
の
儒
者
・
漢
詩
人
と
し
て
有
名
な
江
村
北
海
の
祖
父
で

（
一
四
）

あ
る
。
「
剛
斎
年
譜
」
は
『
群
書
備
考
』
に
収
録
さ
れ
る
。

四
桃
庵
と
官
刻
『
訂
正
東
医
宝
鑑
』
の
刊
行

二
五
）

元
通
は
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）
に
「
東
医
宝
鑑
」
に
加
点
・
校
正
し
た

こ
と
に
対
し
て
、
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
東
医
宝
鑑
」
の

元
通
の
賊
文
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
（
前
略
）
微
臣
二
命
ジ
テ
訓
点
ヲ
加
ヘ
シ
ム
。
周
編
ヲ
劉
覧
ス
ル
ト
キ
ハ

と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
昭
和
三
十
三
年
に
合
葬
さ
れ
た
無
縁
墓
群
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
果
た
せ
る
や
後
述
の
ご
と
く
二
代
・
三
代
桃
庵
の

墓
石
を
発
見
し
た
も
の
の
、
初
代
の
墓
石
は
つ
い
に
見
い
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
の
無
縁
墓
群
は
例
に
も
れ
ず
墓
石
が
ぎ
っ
し
り
凝
集
さ
れ
て

お
り
、
二
代
・
三
代
の
墓
石
が
確
認
で
き
た
の
は
、
た
ま
た
ま
そ
れ
が
周
囲
に
位
置
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
初
代
の
も
の
も
こ
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ま
ま

た
だ
こ
と
ご
と

則
チ
間
字
画
ノ
漫
濾
、
文
言
ノ
錯
誤
有
り
。
即
チ
諸
本
書
二
質
シ
テ
悉
ク
整
補
ス
。
壬
寅
仲
春
朔
、
筆
ヲ
建
テ
テ
、
仲
冬
二
至
テ
功
ヲ
終
テ

か
た
じ
け
な

奏
上
ス
、
便
チ
許
可
シ
タ
マ
フ
。
辱
ク
成
功
ヲ
褒
寵
シ
テ
、
特
一
一
賜
テ
法
眼
位
二
叙
ス
（
後
略
こ
（
原
漢
文
）
。

こ
の
賊
文
よ
り
、
享
保
七
年
二
月
一
日
か
ら
校
正
作
業
を
始
め
、
十
一
月
に
は
終
了
し
、
法
眼
に
叙
せ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『
商
山
年

二
○
）

譜
」
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
（
前
略
）
去
冬
東
医
宝
鑑
二
加
点
ノ
事
、
曲
直
瀬
養
安
院
二
命
ア
ル
趣
也
。
養
安
院
眼
病
ヲ
以
テ
桃
庵
二
譲
ル
。
桃
庵
口
之
頃
日
出
来
ス
。

（
’
一
ハ
）

去
月
廿
八
日
二
時
服
ヲ
賜
上
法
眼
位
二
叙
ス
。
東
医
宝
鑑
ハ
ロ
ロ
耆
之
ロ
ニ
テ
開
板
ス
ト
也
。
余
ハ
嗣
年
ノ
記
録
載
之
」
。

し
か
し
「
訂
正
東
医
宝
鑑
」
の
初
版
は
、
享
保
九
年
二
七
二
四
）
五
月
に
京
都
書
林
の
栂
井
藤
兵
衛
が
版
元
と
な
っ
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
、

元
通
は
本
書
の
刊
行
を
み
る
こ
と
な
く
、
享
保
八
年
七
月
二
十
九
日
、
七
十
六
歳
で
没
し
た
。

Ｈ
元
通
の
最
初
の
養
子
元
策
に
つ
い
て

は
る
な
が

「
諸
家
譜
」
に
は
山
脇
玄
修
（
道
立
、
一
六
五
四
’
一
七
二
七
）
の
長
男
元
策
（
翰
斎
、
常
鎌
、
生
没
年
未
詳
）
が
細
川
家
に
養
子
に
入
り
、
宝
永

四
年
（
一
七
○
七
）
六
月
十
三
日
に
将
軍
綱
吉
に
謁
見
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
元
策
は
二
代
目
と
し
て
家
督
を
継
が
な
か
っ
た
。

こ
の
理
由
は
『
諸
家
譜
」
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
『
山
脇
家
家
譜
」
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
元
策
が
初
代
桃
庵
に
先
立
っ
て
没
し
た
た
め
で

（
一
七
）

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
山
脇
家
家
譜
』
の
記
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
マ
マ
）

「
宝
永
元
年
（
一
七
○
四
）
申
九
月
五
日
五
十
一
歳
（
玄
修
）
。
息
翰
斎
死
去
。
此
ハ
先
達
而
細
川
桃
安
江
養
子
二
遣
シ
置
候
。
玄
通
ハ
丈
安

子
二
而
家
筋
也
。
且
亦
道
作
法
印
遺
命
、
秀
実
子
ナ
レ
共
如
此
也
」
。
「
同
年
内
室
戸
田
氏
、
息
翰
斎
死
去
愁
傷
、
労
出
奔
、
尼
ナ
ラ
レ
候
故
、

不
縁
也
。
翰
斎
姉
伝
子
卜
申
女
子
有
之
候
へ
共
早
世
也
」
。

口
二
代
細
川
桃
庵
元
信
の
事
蹟

三
、
二
代
細
川
桃
庵
（
一
六
九
九
’
一
七
六
一
）
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㈲
元
信
の
実
家
・
黒
川
氏
に
つ
い
て

（
一
一
一
）

「
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
元
信
は
黒
川
氏
の
男
と
あ
る
だ
け
で
、
具
体
的
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
「
官
医
家
譜
』
の
記
載
よ
り
そ
の

手
が
か
り
が
つ
か
め
た
。
「
官
医
家
譜
』
に
は
細
川
家
の
家
譜
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
武
田
家
の
家
譜
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
信
郷
の
項

に
「
実
は
京
の
町
医
師
、
黒
川
道
節
二
男
」
と
い
う
記
載
が
見
い
出
さ
れ
た
。

（
一
一
一
一
）

そ
こ
で
さ
ら
に
黒
川
道
節
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
『
名
人
忌
辰
録
」
に
黒
川
道
祐
に
続
い
て
「
黒
川
道
節
。
元
禄
十
五
午
年
十
一
月
二

出
し
て
い
る
。

㈲
元
信
の

「
諸
家
譜
』
惇

治
の
侍
医
と
な
っ
た
。

「
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
十
二
月
十
一
日
は
じ
め
て
将
軍
吉
宗
に
謁
見
し
、
同
八
年
（
一
七
二
三
）
十
月
二
日
家
督
を
継
ぎ
、
同
九
年
（
一
七

二
四
）
六
月
二
十
四
日
医
員
細
川
桃
庵
元
信
。
亡
父
桃
庵
元
通
に
命
ぜ
ら
れ
し
編
集
を
助
け
て
、
書
成
り
上
梓
し
献
ぜ
し
を
も
て
時
服
三
た
ま

ふ
。
同
十
四
年
二
七
二
九
）
九
月
二
日
番
医
と
な
る
。
寛
延
二
年
二
七
四
九
）
三
月
八
日
日
光
門
主
に
従
っ
て
京
都
へ
行
く
。
宝
暦
元
年

（
一
七
五
一
）
致
仕
し
、
同
十
一
年
（
一
七
六
一
）
没
す
。
年
六
十
三
」
。

の
ぷ
な
り

元
信
の
実
母
は
法
印
に
叙
せ
ら
れ
た
武
田
信
成
（
杏
仙
、
長
春
院
、
一
六
二
六
’
一
七
○
五
）
の
娘
で
あ
る
。
武
田
家
で
は
家
督
を
継
ぐ
は
ず

の
ぷ
ひ
さ

の
ぷ
さ
と

で
あ
っ
た
信
古
二
六
九
七
’
一
七
○
五
）
が
早
逝
し
た
た
め
、
黒
川
氏
か
ら
養
子
に
入
っ
た
信
郷
（
叔
安
、
長
春
院
、
一
七
○
○
’
一
七
七
三
）

（
一
九
）

が
継
い
だ
。
つ
ま
り
細
川
元
信
と
武
田
信
郷
は
実
の
兄
弟
で
あ
る
。
弟
の
信
郷
は
後
に
法
印
に
叙
せ
ら
れ
、
九
代
将
軍
家
重
、
十
代
将
軍
家

が
、
『
商
山
年
譜
」

「
諸
家
譜
」
に
よ
れ
ば
二
代
目
拝

（
一
穴

よ
う
な
事
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
。

元
信
は
家
督
を
継
い
だ
二
ヶ
月
後
の
十
二
月
に
、
幕
府
が
恒
例
に
し
て
い
た
官
営
薬
園
の
薬
種
下
付
を
特
例
に
よ
っ
て
受
け
て
い
る
こ
と

む
ね
な
か

ま
た
吉
田
宗
仲
（
策
庵
、
一
六
七
五
’
一
七
四
三
の
娘
を
妻
に
迎
え
、
二
男
一
女
を
儲
け
た
が
、
次
男
と
次
女
は
実
弟
信
郷
の
許
へ
養
子
に

（
二
○
）

も
と
の
ぷ

に
よ
れ
ば
二
代
目
は
黒
川
氏
か
ら
養
子
に
入
っ
た
元
信
（
仲
悦
、
桃
庵
）
が
跡
目
相
続
し
た
。
「
諸
家
譜
」
と
『
実
紀
」
に
は
次
の

（
一
八
）

（
一
○
）

に
記
さ
れ
て
い
る
。
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十
六
日
没
す
。
寺
同
上
」
と
あ
る
の
を
見
い
出
し
た
。
黒
川
道
祐
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
本
朝
医
考
」
な
ど
の
著
述
を
遺
し
た
医
史
学
上
の

重
要
人
物
で
あ
る
。
道
祐
と
道
節
と
の
関
係
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
べ
く
墓
の
存
在
す
る
と
い
う
京
都
の
本
隆
寺

を
訪
ね
た
結
果
、
道
節
は
道
祐
の
嗣
子
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

本
隆
寺
は
京
都
市
上
京
区
智
恵
光
院
通
五
辻
上
ル
に
あ
る
法
華
宗
直
門
流
の
総
本
山
で
あ
る
。
道
節
の
墓
石
は
道
祐
の
左
二
つ
隣
り
に
あ

っ
て
、
黒
川
氏
の
も
の
と
し
て
集
め
ら
れ
た
数
基
の
中
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
住
職
の
高
配
に
よ
り
過
去
帳
を
披
見
し
た
と
こ
ろ
「
黒
川
静

庵
法
眼
道
祐
二
代
」
「
黒
川
盧
庵
道
節
三
代
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
住
職
の
説
明
に
よ
る
と
、
黒
川
氏
は
本
隆
寺
の
開
基
壇
家
で
、
子
孫

は
江
戸
時
代
中
頃
に
は
江
戸
に
移
っ
た
が
、
現
在
も
東
京
に
い
て
法
要
の
時
に
は
京
都
に
来
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

元
信
お
よ
び
そ
の
妻
の
墓
石
は
曹
渓
寺
に
現
存
し
て
い
る
（
写
真
２
）
。
こ
れ
ら
は
前
述
し
た
無
縁
墓
石
群
の
中
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
最
も

奥
の
列
に
右
端
か
ら
並
べ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
法
名
や
刻
文
を
読
む
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
墓
石
を
左
右
に
傾
け
る
だ
け
で
移

動
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
元
信
の
墓
碑
銘
の
内
と
く
に
側
面
下

鍵
口

方
の
刻
文
に
つ
い
て
は
読
め
な
い
部
分
が
わ
ず
か
に
あ
っ
た
。

そ
の
後
こ
の
墓
碑
銘
は
、
明
和
七
年
（
一
七
六
九
）
に
刊
行
さ

れ
た
服
部
元
雄
（
服
部
南
郭
の
養
子
）
の
漢
詩
集
「
路
海
集
』
に

収
録
さ
れ
る
細
川
元
尚
の
墓
誌
と
一
致
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

も
ち
ろ
ん
細
川
元
尚
と
は
細
川
元
信
の
こ
と
で
あ
る
。
今
こ
こ

に
『
路
海
集
』
よ
り
補
っ
た
墓
碑
銘
の
全
文
を
掲
げ
て
お
く
（
原

白
文
。
文
中
の
／
は
刻
文
が
そ
こ
で
改
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
）
。

含
真
院
為
岳
休
心
居
士
（
以
上
正
面
）
／
按
状
、
先
生
諄

型I

｜
｜
代
桃
庵
と
そ
の
妻
の
墓
石
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て
活
躍
し
た
。

（
一
一
一
ハ
）

『
和
剤
局
方
』
の
刊
行
経
緯
に
つ
い
て
は
、
「
享
保
今
大
路
家
記
』
や
「
商
山
年
譜
』
に
詳
細
な
記
録
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
享
保
十
二

年
十
二
月
十
六
日
に
、
細
川
桃
庵
と
望
月
三
英
（
一
六
九
八
’
一
七
六
九
）
に
「
野
呂
元
丈
本
」
の
写
本
の
作
成
が
命
じ
ら
れ
、
翌
十
三
年
（
一

七
二
八
）
三
月
に
は
写
本
が
出
来
上
り
、
写
本
と
他
の
本
と
照
合
す
る
必
要
が
生
じ
て
、
同
年
八
月
十
日
か
ら
他
の
版
本
の
調
査
が
始
ま
っ
た
。

同
二
十
七
日
に
な
る
と
、
今
大
路
親
顕
、
細
川
桃
庵
、
望
月
三
英
の
三
名
に
『
和
剤
局
方
』
の
本
格
的
校
訂
作
業
を
始
め
る
よ
う
に
命
令
が

あ
っ
た
。

（
一
一
一
一
一
）

元
信
字
仲
説
号
含
真
、
本
姓
黒
川
、
母
武
田
氏
、
元
禄
戊
／
寅
歳
九
月
二
十
一
日
生
子
京
師
、
少
来
子
東
都
、
為
官
医
細
川
氏
嗣
、
／
細

川
氏
以
桃
庵
為
世
称
、
先
生
亦
称
焉
、
今
葱
宝
暦
辛
巳
歳
六
月
十
／
七
日
卒
、
年
六
十
四
、
葬
干
古
川
曹
渓
寺
、
余
応
其
嗣
宗
仙
君
請
、

不
可
勝
記
、
而
有
言
以
若
是
檗
其
（
以
上
左
面
）
／
為
人
、
取
以
徴
之
云
、
先
生
嘗
謂
宗
仙
君
日
、
爾
知
乃
公
居
常
居
心
所
／
存
乎
、
家

幸
資
県
官
之
俸
、
方
伎
是
嶢
、
不
翅
三
世
、
先
父
之
職
、
吾
豈
有
／
弐
Ｆ
其
位
者
哉
、
夫
唯
所
病
病
道
少
耳
、
自
省
不
病
、
道
之
将
行

也
歎
、
／
命
也
、
且
従
吾
所
好
、
則
与
其
蜻
五
侯
之
膳
、
県
官
之
俸
、
衣
食
足
実
、
寧
／
退
亦
自
修
、
養
生
保
真
、
典
籍
足
以
自
娯
、
与

彼
形
諜
成
光
、
随
俗
以
変
、
／
耆
毘
蒼
伎
者
為
伍
、
吾
不
敢
、
余
上
先
生
堂
再
四
、
堂
扁
含
真
二
字
、
戸
／
梶
外
百
囲
大
木
森
然
成
列
、

白
日
不
通
光
、
殆
有
深
山
窮
谷
間
想
、
所
（
以
上
背
面
）
／
謂
養
生
保
真
、
不
必
在
遠
、
其
在
舷
乎
、
含
真
之
称
、
余
亦
知
先
生
居
心
所

存
美
、
遂
為
銘
、
銘
日
、
善
抱
者
焉
用
其
耀
、
善
全
者
髪
得
其
徴
／
服
元
雄
（
以
上
右
面
）

む
ろ
ん
過
去
帳
に
は
こ
の
二
代
桃
庵
も
記
録
さ
れ
て
い
る
（
写
真
１
⑥
）
。
ま
た
、
過
去
帳
と
墓
石
に
よ
れ
ば
、
元
信
の
妻
は
宝
暦
三
年
（
一

七
五
三
）
十
二
月
二
十
九
日
に
曹
渓
寺
に
葬
ら
れ
た
。
法
名
は
璃
樹
院
春
台
自
温
大
姉
で
あ
る
。

国
二
代
桃
庵
と
「
太
平
恵
民
和
剤
局
方
」
の
刊
行

（
二
四
）

享
保
十
二
年
（
一
七
二
七
）
、
町
医
野
呂
元
丈
（
一
六
九
三
’
一
七
六
一
）
の
所
持
す
る
「
太
平
恵
民
和
剤
局
方
』
（
以
下
『
和
剤
局
方
」
と
す

る
）
が
将
軍
吉
宗
の
上
覧
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
「
和
剤
局
方
』
の
官
刻
が
企
画
さ
れ
、
元
信
は
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
と
し

（
二
五
）
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「
諸
家
譜
』
に
よ
れ
ば
、
三
代
目
桃
庵
は
元
信
の
長
男
の
光
信
（
宗
山
、

（
二
○
）

桃
庵
）
が
継
い
だ
。
母
は
吉
田
宗
仲
の
娘
で
あ
る
。

光
信
は
寛
延
元
年
（
一
七
四
八
）
十
一
月
二
十
八
日
に
将
軍
家
菫
に
謁

見
し
、
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
九
月
三
日
に
家
督
を
継
い
だ
。
そ
し

て
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
七
月
二
十
五
日
、
四
十
七
歳
で
没
し
た
。

曹
渓
寺
の
過
去
帳
に
は
、
三
代
桃
庵
の
法
名
が
済
性
院
慈
源
道
円
居

文
の
草
案
が
作
ら
れ
た
。

同
年
九
月
十
三
日
に
は
、
日
光
山
神
庫
、
久
能
山
神
庫
、
紅
葉
山
文
庫
や
諸
家
か
ら
提
出
さ
れ
た
諸
本
が
三
名
に
貸
与
さ
れ
た
。
同
年
十

一
月
に
は
貸
与
さ
れ
た
御
書
物
・
諸
家
本
を
返
納
し
、
校
訂
本
の
清
書
用
紙
を
請
求
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
け
て
享
保
十
四
年
四
月
十
八

日
に
は
、
親
顕
、
桃
庵
、
三
英
と
そ
れ
ぞ
れ
の
門
人
に
よ
る
清
書
が
終
了
し
、
翌
日
提
出
さ
れ
た
。

こ
の
時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
元
信
が
担
当
し
た
部
分
は
、
目
録
・
巻
二
（
傷
寒
）
・
巻
七
（
眼
目
、
咽
喉
口
歯
）
・
巻
八
（
雑
病
・
瘡
腫
傷
折
）

で
あ
る
。
同
年
六
月
に
は
、
水
野
壱
岐
守
よ
り
祓
文
と
凡
例
の
作
成
、
さ
ら
に
加
点
を
行
う
よ
う
指
示
が
あ
っ
た
。
八
月
に
な
る
と
、
調
薬

の
際
の
水
量
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
の
水
量
の
問
題
は
翌
年
ま
で
決
着
せ
ず
、
そ
の
後
あ
る
程
度
見
通
し
が
た
っ
た
と
こ
ろ
で
、
凡
例
と
賊

よ
う
や
く
完
成
し
た
。

享
保
十
六
年
（
一
七
三
二
二
月
に
は
こ
れ
ら
の
文
章
に
つ
い
て
林
大
学
頭
を
加
え
て
検
討
が
行
わ
れ
、
同
二
十
四
日
に
は
清
書
が
完
成
し

た
。
版
木
の
完
成
に
は
そ
れ
か
ら
一
ケ
年
を
要
し
、
校
正
刷
が
出
来
上
っ
た
の
は
、
翌
享
保
十
七
年
二
七
三
二
）
二
月
で
あ
る
。
そ
の
後
校

正
・
刷
り
直
し
等
が
行
わ
れ
、
享
保
十
八
年
（
一
七
三
三
）
五
月
三
日
に

四
、
三
代
細
川
桃
庵
（
一
七
二
七
’
一
七
七
三
）

噂桴輪
鹸,壱

露

4'1 霧

写真3三代桃庵の墓石
（曹渓寺無縁墓群中）

(39）q‘)ワ
J白I



（
二
○
）

「
諸
家
譜
」
に
よ
る
と
、
四
代
目
桃
庵
は
光
信
の
長
男
某
（
宗
仙
、
生
没
年
未
詳
）
が
跡
目
を
継
い
だ
。
細
川
某
は
、
明
和
七
年
（
一
七
七
○
）

四
月
四
日
、
将
軍
家
治
に
謁
見
し
て
い
る
。
し
か
し
安
永
五
年
二
七
七
六
）
七
月
九
日
、
「
さ
き
に
し
ば
し
ば
軽
き
も
の
を
集
め
て
博
変
し
、

し
か
の
み
な
ら
ず
、
お
ほ
や
け
を
掠
め
し
事
ど
も
御
医
師
の
身
に
あ
る
ま
じ
き
所
為
な
り
と
て
、
遠
流
に
処
せ
ら
る
」
と
あ
る
。
ま
た
「
実

紀
」
で
は
「
此
日
寄
合
医
細
川
宗
仙
某
遠
流
せ
ら
る
。
こ
れ
は
常
に
博
戯
を
な
し
、
亡
命
の
も
の
を
己
が
家
に
や
ど
せ
し
な
ど
の
つ
み
に
よ

（
二
七
）

り
て
な
り
。
宗
仙
が
母
清
智
院
は
親
戚
の
家
に
あ
づ
け
ら
れ
、
五
十
日
め
し
こ
む
べ
し
と
命
ぜ
ら
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

幕
府
医
官
細
川
氏
は
四
代
桃
庵
で
そ
の
家
系
が
絶
え
た
。
曹
渓
寺
の
住
職
が
壇
家
は
い
な
い
と
答
え
、
代
々
の
墓
石
が
無
縁
に
な
っ
て
い

た
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。
そ
し
て
初
代
桃
庵
（
細
川
元
通
）
の
名
前
や
実
家
が
不
明
で
あ
っ
た
の
も
、
遠
流
さ
れ
た
た
め
に
『
諸
家
譜
」
作

成
時
に
は
、
資
料
が
乏
し
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
判
明
し
た
事
実
に
よ
っ
て
細
川
家
の
系
図
を
作
成
し
、
図
に
示
し
た
。

（
こ
の
論
文
は
平
成
元
年
五
月
十
三
日
、
第
九
十
回
日
本
医
史
学
会
総
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

士
と
記
さ
れ
て
お
り
（
写
真
１
，
）
、
墓
石
（
写
真
３
）
は
無
縁
墓
石
群
の
一
番
端
に
あ
っ
た
た
め
、
法
名
か
ら
す
ぐ
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
光
信
の
墓
石
に
は
戒
名
が
刻
さ
れ
る
だ
け
で
周
囲
に
墓
碑
銘
は
な
か
っ
た
。

論
文
作
製
に
あ
た
っ
て
御
指
導
い
た
だ
い
た
本
学
会
の
宗
田
一
常
任
理
事
、
資
料
を
提
供
い
た
だ
い
た
香
取
俊
光
氏
、
ま
た
、
調
査
に
便
宜
を
は

か
っ
て
下
さ
っ
た
曹
渓
寺
な
ら
び
に
本
隆
寺
の
御
住
職
に
深
謝
の
意
を
表
す
る
。

五
、
四
代
細
川
桃
庵

謝
辞
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（
一
四
）

（
一
三
）

二二二

今垣室
文
献
お
よ
び
注

藤
浪
和
子
『
東
京
掃
苔
録
』
、
二
九
頁
、
東
京
名
墓
顕
彰
会
、
東
京
、
一
九
四
○
。

「
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
、
続
群
害
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
六
四
。

『
群
害
解
題
』
第
一
巻
、
一
八
一
頁
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
六
二
。

前
掲
文
献
（
二
）
、
第
二
、
三
二
二
頁
。

塙
保
己
一
『
群
書
系
図
部
集
』
第
二
、
三
七
四
～
三
八
一
頁
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
東
京
、
一
九
七
三
。

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
徳
川
実
紀
』
一
篇
、
五
○
四
頁
、
吉
川
弘
文
館
、
東
京
、
一
九
二
九
。

前
掲
文
献
（
六
）
、
二
篇
、
四
二
一
頁
。

前
掲
文
献
（
六
）
、
二
篇
、
五
七
九
頁
。

前
掲
文
献
（
六
）
、
六
篇
、
一
二
七
頁
。

宗
田
一
「
官
刻
『
訂
正
東
医
宝
鑑
」
の
訓
訂
者
」
『
和
漢
薬
』
三
九
巻
九
号
、
七
頁
、
一
九
八
九
。

前
掲
文
献
（
二
）
、
第
十
、
三
二
八
頁
。

前
掲
文
献
（
二
）
、
第
七
、
二
三
五
頁
。

前
掲
文
献
（
一
二
に
は
、
「
江
村
氏
の
男
、
母
は
同
氏
の
女
、
秦
石
が
養
子
と
な
る
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
各
人
の
関
係
や
年
令

を
考
え
る
と
、
秦
子
情
は
江
村
宗
眠
の
実
子
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

『
国
害
総
目
録
』
三
巻
、
二
二
八
頁
、
岩
波
書
店
、
東
京
、
一
九
六
五
。

朝
鮮
李
朝
の
太
医
、
許
俊
の
奉
勅
撰
。
全
二
十
三
巻
（
目
録
二
巻
）
。
一
六
一
○
年
成
。
一
六
一
三
年
初
版
。
従
来
の
中
国
医
書
を
資
料
と
し

て
編
纂
さ
れ
た
医
学
全
書
で
、
内
景
篇
・
外
景
篇
・
雑
病
篇
・
湯
液
篇
・
針
灸
篇
の
五
部
に
大
分
類
し
て
い
る
。
内
容
は
き
わ
め
て
広
範
。

朝
鮮
医
書
中
、
最
も
盛
名
が
あ
る
。
三
木
栄
『
朝
鮮
医
書
誌
』
九
五
～
一
○
一
頁
、
学
術
図
書
刊
行
会
、
大
阪
、
一
九
七
三
。

法
眼
に
叙
せ
ら
れ
た
月
を
「
商
山
年
譜
」
は
玄
月
（
十
月
）
と
す
る
が
、
賊
文
や
『
諸
家
譜
」
は
十
一
月
と
記
し
て
い
る
。

宗
田
一
「
山
脇
東
洋
と
養
父
・
玄
脩
（
道
立
）
」
、
『
井
筒
薬
品
ニ
ュ
ー
ス
」
五
四
号
、
五
二
～
五
四
頁
、
一
九
九
一
・

前
掲
文
献
（
二
）
、
第
二
、
三
二
三
頁
。
前
掲
文
献
（
六
）
、
八
篇
、
三
四
○
頁
。
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前
掲
文
献
（
二
）
、
第
三
、
二
一
三
～
一
二
四
頁
。

前
掲
文
献
（
二
）
、
第
二
、
三
二
三
頁
。

「
官
医
家
譜
」
巻
七
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
本
（
二
○
六
五
’
六
）
。

関
根
只
誠
「
名
人
忌
辰
録
』
、
吉
川
半
七
蔵
板
、
東
京
、
一
八
九
四
。

前
掲
文
献
（
二
）
、
第
二
、
三
二
三
頁
に
よ
る
と
元
信
の
字
は
仲
悦
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
路
海
集
』
と
墓
石
の
刻
文
は
と
も
に
仲
説
で
あ
る
。

小
曽
戸
洋
「
『
太
平
恵
民
和
剤
局
方
』
解
題
」
『
和
刻
漢
籍
医
書
集
成
』
第
四
輯
、
エ
ン
タ
プ
ラ
イ
ズ
、
東
京
、
一
九
八
八
。

福
井
保
『
江
戸
幕
府
刊
行
物
」
（
九
一
頁
、
雄
松
堂
出
版
、
一
九
八
五
）
で
は
『
和
剤
局
方
』
の
校
訂
作
業
に
参
加
し
た
細
川
桃
庵
を
元
通
に

あ
て
て
い
る
が
、
元
信
と
す
べ
き
で
あ
る
。

宗
田
一
「
日
本
の
売
薬
（
一
五
三
）
～
（
一
五
五
）
『
医
薬
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
二
五
巻
一
○
号
～
一
二
号
、
一
九
八
九
。

前
掲
文
献
（
六
）
、
十
篇
、
五
二
○
頁
。

（
北
里
研
究
所
附
属
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
・
医
史
学
研
究
部
）
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HistoricalFactsofTOanHosokawa,

aDoctoroftheEdoGovernment

byNobuyukiSEKI,HiroshiKOSOTO

TherearemanyfamousfamiliesofthemedicalbureaucracyintheEdoperiod,whichhavebeen

studiedbefore.ButtheHosokawafamily(細川家)hasnotbeenresearched.Wethereforemade

researchesontheirdocumentsandgravestones・Theresultswerecompiledasfollows.

TheHosokawashadbeenadistinguishedfamilysincetheMuromachiperiod・Thisfamilyhad

becomeengagedasdoctorsoftheEdogovernmentsinceMototaka(元隆),thelOthgeneration.

ThellthgeneratiOnMotomichi(元通),whorepresentedhimselfasthefirStT6an(桃庵),wasordered

torepublishthe<!TongiPogam''(東医宝鑑)bytheEdogovernment.HereceivedthetitleofHOgen(法眼),

therankgivenbythegovernment,forhisaccomplishmentofthiswork.

Motonobu(元信),T6anofthe2ndgeneration,wasadoptedfromtheKurokawafamily(黒川家)and

livedinKyoto.ThepreviousheadoftheKurokawaswasDOyn(道祐),whowasfamousasthefirst

historianofmedicineinJapan・Motonobuparticipatedinrepublishingthe"TaipingHuiminHejijuFang
ﾌｿ

(太平惠民和剤局方)bytheEdogovernment.HisgravestillexistsatSOkei-Temple(曹渓寺)inTokyoand

hisepitaphhasbeenidentified.

（
ｍ
寸
）

［
的
の



TOanofthe4thgener･ationwascondemnedtoexileandthisendedthelineofHosokawasasthedoctor

familyofEdogovernment.

国
師
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）


